
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年７月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第１３７号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２５年６月３０日 ２３時５０分ごろ 

発生場所 岡山県玉野市犬戻
いぬもどり

鼻西方沖 

 犬戻鼻灯標から真方位２４４°２５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２７.３′ 東経１３３°５６.５′） 

事故等調査の経過  平成２５年８月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 ニュー双葉
ふ た ば

、４９７トン 

 １３４７４５、株式会社双葉商会 

 乗組員等に関する情報 船長、三級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首船底にペイント剝離 

 事故等の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、犬戻鼻東方沖を西進中、船長

が、単独で船橋当直に就き、手動操舵を行っていたところ、予定変針

場所付近の帆
ほ

掛
かけ

石
いし

南方で居眠りに陥り、約１海里航行した頃に目覚

め、接近して来る他船の右舷灯を認めて機関を後進にかけて減速し、

同船が本船の船尾至近を通過したので、前方に視線を向けたところ、

陸岸を至近に認め、右舵一杯、機関を微速力前進としたが、平成２５

年６月３０日２３時５０分ごろ犬戻鼻西方の砂浜に乗り揚げた。 

 本船は、来援した引船に引き出されて離礁した。 

気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期 

 その他の事項 船長は、錨地まで約２時間以内の場合、当直交代予定時刻を過ぎて

も船橋当直を続けていたので、疲労が蓄積していた。 

船長は、目覚めた直後に気付いた他船に気を取られ、レーダー等で

船位の確認を行っていなかった。 

本船は、銅材約８００ｔを積載し、船首約２.３５ｍ、船尾約３.６５

ｍの喫水であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、犬戻鼻東方沖を手動操舵で西進中、単独で船橋当直中の船

長が、居眠りに陥ったことから、目覚めた際、接近して来る他船の右



 

舷灯を認めて減速し、他船が通過したものの、陸岸に接近しており、

犬戻鼻西方の砂浜に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、犬戻鼻東方沖を手動操舵で西進中、単独

で船橋当直中の船長が、居眠りに陥ったため、目覚めた際、接近して

来る他船の右舷灯を認めて減速し、他船が通過したものの、陸岸に接

近しており、犬戻鼻西方の砂浜に乗り揚げたことにより発生したもの

と考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・疲労が蓄積している場合、次直者と船橋当直を交代して休息をと

ること。 

 


